
豊中ロータリークラブ定款 
第１条 定 義 

本条の語句は、本定款で使われる場合、他に明確に規定されない限り、次の意味を持つ

ものとする。 

１．理事会：      本クラブの理事会 

２．細則：       本クラブの細則 

３．理事：       本クラブの理事会メンバー 

４．会員：       名誉会員以外の本クラブ会員 

５．R I ：       国際ロータリー 

６．衛星クラブ 

 （該当する場合）：  潜在的クラブ。その会員は本クラブの会員でもある。 

７．年度：       7月 1日に始まる 12ヶ月 

第２条 名 称 

 本会の名称は、豊中ロータリークラブとする。 

         （国際ロータリー加盟会員） 

第３条 クラブの目的 

 本クラブの目的は、「ロータリーの目的」の達成を目指し、五大奉仕部門に基づいて成

果あふれる奉仕プロジェクトを実施し、会員増強を通じてロータリーの発展に寄与し、

ロータリー財団を支援し、クラブレベルを超えたリーダーを育成することである。 

（訳注：「第３条 クラブの目的」の原文は「Article 3 Purposes」だが、既存の第５条

「目的」[Object]と区別するため、「クラブの」が補足されている。） 

第４条 クラブの所在地 

 本クラブの所在地域は、次の通りとする：豊中市全域 

第５条 目 的 

 ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育むこと

にある。具体的には、次の各項を奨励することにある： 

第１ 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること； 

第２ 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値のあるものと認識し、社会

に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること； 

第３ ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社会生活において、日々、

奉仕の理念を実践すること； 

第４ 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて、国際理解、親善、

平和を推進すること。 

 

 
 



第６条 五大奉仕部門 

 ロータリーの五大奉仕部門は、本ロータリークラブの活動の哲学および実際的な規準で

ある。 

  １．奉仕の第一部門であるクラブ奉仕は、本クラブの機能を充実させるために、クラ

ブ内で会員が取るべき行動に関わるものである。 

  ２．奉仕の第二部門である職業奉仕は、事業および専門職務の道徳的水準を高め、品

位ある業務はすべて尊重されるべきであるという認識を深め、あらゆる職業に携

わる中で奉仕の理念を実践していくという目的を持つものである。会員の役割に

は、ロータリーの理念に従って自分自身を律し、事業を行うこと、そして自己の

職業上の手腕を社会の問題やニーズに役立てるために、クラブが開発したプロジ

ェクトに応えることが含まれる。 

  ３．奉仕の第三部門である社会奉仕は、クラブの所在地域または行政区域内に居住す

る人々の生活の質を高めるために、時には他と協力しながら、会員が行うさまざ

まな取り組みから成るものである。 

  ４．奉仕の第四部門である国際奉仕は、書物などを読むことや通信を通じて、さらに

は、他国の人々を助けることを目的としたクラブのあらゆる活動やプロジェクト

に協力することを通じて他国の人々とその文化や慣習、功績、願い、問題に対す

る認識を培うことによって、国際理解、親善、平和を推進するために、会員が行

う活動から成るものである。 

５．奉仕の第五部門である青少年奉仕は、指導力養成活動、社会奉仕のプロジェクト

および国際奉仕プロジェクトへの参加、世界平和と異文化の理解を深め育む交換

プログラムを通じて、青少年ならびに若者によって、好ましい変化がもたらされ

ることを認識するものである。 

第７条 例会と出席に関する規定の例外 

本定款の第８条第１節、第１２条、第１５条第４節に従わない規定または要件を細則に 

含めることができる。そのような規定または要件は、本定款の上記の節の規定または要

件に優先する。ただし、クラブは少なくとも月に２回、例会を行なわなければならな

い。 

 

 

第８条以下 ＲＩの定款に基づくものとする 


